
○奥出雲町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

平成１８年６月１３日 

規則第１９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、奥出雲町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１７年奥出雲町条例第１３号。以下「条例」という。）の施行について必

要な事項を定めるものとする。 

（募集） 

第２条 町長又は委員会（以下「町長等」という。）は、条例第２条に規定する指

定管理者の公募においては、奥出雲町役場掲示板又は広報紙若しくはホームペー

ジへの掲載等必要な措置を講じなければならない。 

（申請資格） 

第３条 条例第３条に規定する指定管理者の指定の申請ができる者は、町内に住所

又は主たる事務所を置く又は置こうとする法人その他の団体（以下「団体」とい

う。）で、次の各号のいずれにも該当する団体とする。ただし、団体の法人格の

有無は問わない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第

１６７条の４第１項の規定に該当しない団体であること。 

(2) 施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる事実

がない団体であること。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）等の規定に基づき更生又は再生手続をしていない団体であること。 

(4) 奥出雲町が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指

名競争入札について指名留保又は指名停止措置を受けていない団体であること。 

(5) 国税及び地方税を滞納していない団体であること。 

(6) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の

構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年

を経過しない者の統制の下にない団体であること。 



２ 前項の規定は、条例第５条の規定により公募によらない指定管理者の候補者の

選定を行う場合にこれを準用する。 

３ その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。 

（申請書等） 

第４条 条例第３条（同条を準用する場合を含む。）に規定する指定管理者の指定

の申請は、指定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して行うも

のとする。 

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書 

(2) 管理に係る収支計画書 

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類 

ア 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産的

取引活動をしている団体のみ） 

イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成し

ているもののみ） 

ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書（既に財産的取引活動をしている

団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する

団体のみ） 

エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに

相当する書類 

(4) 申請資格を有していることを証する書面 

ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書 

ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類 

エ 国税及び地方税の納税証明書（募集要項の配布開始日以降に交付されたも

の）若しくは、町税滞納有無調査承諾書（様式第２号）又は納税義務がない

旨及びその理由を記載した申立書 

(5) その他町長が必要とする書類 

（選定委員会の設置） 



第５条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、奥出雲町公の施設に係る指

定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を置く。 

２ 町長等は条例第４条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定

委員会の意見を聴くものとする。 

（選定委員会の組織） 

第６条 選定委員会は、奥出雲町行政組織の事務執行規則（平成１７年奥出雲町規

則第３号）第２８条に規定する企画調整会議を構成する職員をもって組織する。 

２ 前項に規定する職員のほか、委員長が必要と認める者を委員とすることができ

る。 

（委員長） 

第７条 選定委員会の委員長は副町長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故あるとき又は委員長がかけたときは、委員のうちから委員長があ

らかじめ指名した者が職務を代理する。 

（会議） 

第８条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

（審議） 

第９条 選定委員会は、奥出雲町の公の施設に係る指定管理者に応募した者につい

て審議し、町長等に意見を述べるものとする。 

（関係職員の出席等） 

第１０条 委員長は、必要があるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説

明を聞くことができる。 

（庶務） 

第１１条 選定委員会の庶務は、財政課において処理する。 

（選定結果の通知） 

第１２条 条例第６条に規定する指定管理者の選定結果に通知は、様式第３号によ

るものとする。 

（指定の通知） 



第１３条 町長等は、条例第７条第１項の規定により議会の議決があったときは、

様式第４号により指定の通知をするものとする。 

（指定の取消し等） 

第１４条 条例第１０条に規定する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定め

て管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合は、様式第５号によるもの

とする。 

（委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関して必要

な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第９号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年規則第１３号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年規則第２３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第１２条関係） 

様式第４号（第１３条関係） 

様式第５号（第１４条関係） 

 


